
1

つ る 舞 う 形 の 群 馬 県 ／ 上 毛 か る た県 紋 章

平成３０年１０月９日（火） 第９６４１号

目 次■

ページ

告 示

○群馬県消防防災表彰規程の一部を改正する告示（消防保安課） ２

○群馬県准看護師試験の実施（医務課） ３

○道路の区域変更（道路管理課） ３

○同 ４

○道路の供用開始（同） ４

○同 ５

正 誤

○平成３０年９月２５日群馬県告示第２６９号（蚕糸園芸課） ５

第９６４１号平成３０年１０月９日（火） 群 馬 県 報



2

第９６４１号平成３０年１０月９日（火） 群 馬 県 報

告

示

■
◎
群
馬
県
告
示
第
二
百
七
十
三
号

群
馬
県
消
防
防
災
表
彰
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
十
月
九
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
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県
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彰
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程
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部
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群
馬
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消
防
防
災
表
彰
規
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昭
和
三
十
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年
群
馬
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示
第
三
百
七
十
一
号
）
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一
部
を
次
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よ
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す
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第
六
条
第
一
項
中
「
に
際
し
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「
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は
災
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に
備
え
た
危
険
度
の
高
い
業
務
に
お
い
て
」
に
改

め
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
市
町
村
長
」
の
下
に
「
（
一
部
事
務
組
合
の
管
理
者
又
は
理
事
長
を
含
む
。

以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
災
害
」
を
「
賞
じ
ゆ
つ
金
を
授
与
す
る
こ
と

が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
事
実
の
」
に
改
め
、
同
項
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二
号
中
「
災
害
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「
賞
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ゆ
つ
金
を

授
与
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
事
実
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
七
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

災
害

災
害
等

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
群
馬
県
消
防
防
災
表
彰
規
程
の
規
定
は
、
平

成
三
十
年
八
月
一
日
以
後
に
授
与
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
賞
じ
ゆ
つ
金
か
ら
適
用
す
る
。
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◎群馬県告示第２７４号

保健師助産師看護師法（昭和２３年法律第２０３号）第１８条の規定により、群馬県准看護師試験を次のとおり

実施する。

平成３０年１０月９日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 試験日時及び方法 平成３１年２月１０日（日）午後１時から 筆記試験

２ 試験場所 高崎市中大類町５０１ 高崎健康福祉大学

３ 試験科目 保健師助産師看護師法施行規則（昭和２６年厚生省令第３４号）第２３条に掲げる試験科目

４ 受験資格 保健師助産師看護師法第２２条各号のいずれかに該当する者

５ 提出書類

(1) 受験願書

(2) 受験資格を証明する書類 卒業証明書若しくは修業証明書又は卒業見込証明書若しくは修業見込証明書

ただし、卒業見込証明書又は修業見込証明書を提出した者は、平成３１年３月５日（火）午後５時までに卒

業証明書若しくは修業証明書又は卒業判定証明書（指定養成所を卒業できると判定されたことを証する書面）

若しくは修業判定証明書（指定養成所で准看護師になるのに必要な学科を修めたと判定されたことを証する書

面）を提出すること。なお、同日までに卒業判定証明書又は修業判定証明書を提出した者は、同月１５日

（金）までに卒業証明書又は修業証明書を提出すること。

なお、期限内に未着の場合は、当該受験を無効とする。

(3) 写真 出願前６月以内に、脱帽して正面から撮影した縦６センチメートル、横４センチメートルのもの

(4) 受験票

６ 受験料 ６，９００円（群馬県収入証紙又は払込書による。）

なお、納付された受験料は、返還しない。

７ 受験願書の提出期間 平成３１年１月７日（月）から同月９日（水）までの午前１０時から正午まで及び午後

１時から午後４時まで（郵送の場合は、同日までの消印のあるものを有効とする。）

８ 受験願書の提出先 〒３７１－８５７０ 前橋市大手町一丁目１番１号 群馬県健康福祉部医務課看護係

９ 受験票の交付 受験願書受理後、受験票を送付する。

10 合格発表 平成３１年３月７日（木）午前１０時 群馬県庁２階県民センター前掲示板及び群馬県ホームペー

ジにおいて発表する。

11 試験結果の開示 平成３１年３月７日（木）から同年４月８日（月）までの日（群馬県の休日を定める条例

（平成元年群馬県条例第１６号）第１条第１項に規定する休日を除く。）の午前１０時から正午まで及び午後１

時から午後５時まで、上記８の場所において行う。

12 その他

(1) 試験会場の収容人数に達し次第、願書の配布は終了する。

(2) 試験について不明な点は、群馬県健康福祉部医務課看護係（電話０２７－２２６－２５３８）に問い合わせ

ること。

◎群馬県告示第２７５号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。
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なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県富岡土木事務所において

一般の縦覧に供する。

平成３０年１０月９日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の 変更の 敷地の幅員 延 長
路線名 区 間

種 類 前後別 メートル メートル

県道 前橋安中富岡 富岡市富岡字清水２２９３番の６地先 前 ２９．３～３７．２ １８．９
線 から同市同字同２２９２番の１地先ま

で 後 ２９．３～３９．７ １８．９

◎群馬県告示第２７６号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県伊勢崎土木事務所におい

て一般の縦覧に供する。

平成３０年１０月９日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の 変更の 敷地の幅員 延 長路線名 区 間
種 類 前後別 メートル メートル

県道 伊勢崎深谷線 伊勢崎市境平塚字権現４０７番地先か 前 ３．０ ３２９．０
ら同市同字下川原２４７２番地先まで ６．１～７．４

１２．０

後 １２．０ ３２９．０

◎群馬県告示第２７７号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県太田土木事務所において

一般の縦覧に供する。

平成３０年１０月９日

群馬県知事 大 澤 正 明

路線名 区 間 供用開始の期日
道路の
種 類

県道 太田境東線 太田市西野谷町１２５番の４地先から同市同１６７番の 平成３０年１０月９日
２地先まで
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◎群馬県告示第２７８号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県高崎土木事務所において

一般の縦覧に供する。

平成３０年１０月９日

群馬県知事 大 澤 正 明

路線名 区 間 供用開始の期日
道路の
種 類

県道 前橋安中富岡 高崎市若田町字屋敷裏１７９番地先から同市同字同１８ 平成３０年１０月９日
線 ０番の２地先まで

正 誤■

○告示正誤

平成３０年９月２５日群馬県告示第２６９号（第二種区画漁業の免許の内容たるべき事項等）
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